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クラブの会総会を終えて   ５月２０日（日）                  

クラブの会の総会が終わり、新年度が始まりました。今年度は５学童、児童数366名でスタートします。 

総会には市議の野口さん、金子さん、関田さん、山田さん、滝沢さんが参加していただきました。挨拶していただ

いた関田さん、滝沢さんは、それぞれのお子さん、お孫さんが同じ加治東学童に通っているとの事でした。 

昔の話になりますが、滝沢さんは加治東くりの子クラブの保護者会長だったことがありました。（クラブの会発足前

の話ですが）総会の議事録は後日発行いたします。 

 

議案内容で予算についてご意見が出ました。６月末でクラブの会から１クラブ脱会予定ですが、会計年度は１年で

す。予算は１年単位で行うのが通常と考えます。（市担当課にも確認済み）予算はあくまで予算です。支出の動向は

毎月月決算を行う中で精査していきます。 

今まで同様、市単独補助金や国からの委託金もきちんと利用し、子どもたちの安全な生活と保護者が安心して利用

できる環境を整えるためにも、健全な運営を今年も行ってまいります。保護者の方々にはご理解をしていただき、

運営に関してご協力をお願いいたします。ご意見等はクラブの会ホームページより投稿できますので、ご利用くだ

さい。前向きな意見を頂けると今後の運営にも反映できると思います。 

      

 

担当課に挨拶         ５月２８日（月）                 

指導員会会長村田指導員、副会長河野指導員と岩渕会長と塩田で担当課に挨拶に行ってきました。 

今年度は市単独補助金の復活の確認、キャリアアップ事業費のお願い、法人格取得に伴う一括委託のお願い等、方

針に沿った内容で話をしました。 

指導員会からは人員確保の協力、大規模学童の分割の進展状況、障害児に対する人件費補助等、１時間半ほどの時

間で話をしてきました。 

キャリアアップ事業費は昨年度秋に各学童に調査し状況は把握しているとの事、市単独補助に関しても把握してい

ると返事を頂きました。大規模に関しては、第一小学校で４月以降入所希望の子どもたちはあおぞら学区でもどろ

んこに入所してもらっている事、現在も６８名でも満タン状態で、室内に入ることを拒む子どもたちもいることな

ど現状を伝えたところ、３カ所目の必要性は理解していて、どろんこクラブ隣の部屋を一時的に使用することは念

頭にあるとの事でした。 

      

 

研修が始まりました       ５月２７日（日）  研究集会         

毎年、５月の最終日曜日に埼玉県学童保育連絡協議会（以下、県連協）主催の研究集会が行われます。 

この研修会は指導員と共に保護者の方も参加し学べる研修会です。指導員（パート指導員含む）２２名が参加しま

した。飯能からは移動時間が長く朝早くからの研修になりましたが、たくさんの指導員が参加して実践につながる

学びができたと思います。 

今後も研修会は続きます。保護者の方も気になる研修会があったら指導員または事務所に連絡をください。 
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飯能市学童クラブの会総会へののメッセージ

飯能市学童クラブの会、総会おめでとうございます。

保護者と指導員の方々が、飯能市において学童保育の内容と制度をよりよくするために連絡協議会

（学童保育の会）をつくり、運動を進められていることに、改めて敬意を表します。

働く女性が増え続け、子どもたちをめぐる環境が悪化している中で、学童保育に対する需要と期待

はますます高まっています。

その期待を受けて2015年度から「子ども・子育て支援新制度」が本格的にスタートしました。①

市町村が実施主体となり、学童保育の整備計画も含めた５カ年毎の「子ども・子育て支援事業計画」

を策定する ②国が定めた省令にもとづいて市町村として「基準条例」を制定する ③５カ年で30万人

（現在90万人）増に対応できる施設整備費と常勤指導員の配置も含めた運営費を予算化 等が進めら

れてきました。

指導員については、１つの単位に１名以上の公的資格を有する「放課後児童支援員」の配置が義務

づけられ、保育内容に関する「放課後児童クラブ運営指針」も策定され、指導員の待遇改善を図るた

め2014年度から「処遇改善等事業」が、2017年度からは「キャリアアップ処遇改善事業」がスタ

ートしました。

「新制度」によって、学童保育が抱えていた課題は大きく改善される可能性が見えてきました。

ところがこの到達点が、現在、政府自身の手によって崩されようとしています。

昨年12月、政府は「放課後児童支援員を受講できる基礎資格を中卒からにする方向 「現在は 『従」 、

うべき基準』となっている指導員の資格と配置人数について『参酌基準 （従わなくてもよい基準）と』

」 。「 」 。する方向 等について閣議決定してしまいました 中卒問題 は今年３月末に確定してしまいました

続いて 「従うべき基準」の参酌化について政府（内閣府）は、夏ころをメドに確定したい意向を示し、

ています。これが実現すると、資格のない大人がたったひとりで保育に当たることも起こり得ます。

学童保育におけるこれらの基準は、学童保育の活動を縛るためのものではなく。子どもの命と安全

を守るためのものです。私たちは今回の「参酌化」の動きを阻止するために「学童保育の『従うべき

基準』を堅持することを求める請願」署名を行っています。

学童保育の創設の時期から保護者と指導員が共同しながら 「施設や場所づくり 「制度や施策づく、 」

り 「内容づくり」の運動を進めてきた結果として、今日の制度・施策の到達点があります。」

私たちの運動の到達点である「放課後児童クラブ運営指針」は 「放課後児童健全育成事業の運営主、

体及び放課後児童クラブは、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮し

て育成支援を推進することに努めなければならない 」と明記しました。。

子どもの最善の利益を守るために今こそ、私たち大人は力を合わせましょう。

2018年5月20日

埼玉県学童保育連絡協議会 会長 長倉 香


